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宮若市では、予算書の概要をマネーブックにまとめ、市民のみなさんに配布して
います。このマネーブックは、「第１次宮若市総合計画」で定めた６つの基本方針に
基づき構成し、基本方針ごとに、どのような事業をどのような金額で行う予定にし
ているのかを紹介しています。

宮若市では「ひと・みどり・産業が輝く 新たなふるさと」を将来像として
まちづくりを行っています。この実現に向けて、６つの基本方針を定めています。
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宮若市では、市民参加による協働のまちづくりを推進するため、市民の皆様に
まちづくりに関する情報を積極的にお知らせし、情報の共有に努めています。

そのひとつとして、予算の概要をわかりやすく説明した「宮若市マネーブック
～わかりやすい予算書～」平成２８年度版をこのたび作成いたしました。

平成２８年度は、継続した行財政改革の推進による事務事業の見直しや歳入の
確保などにより、平成２２年度以降７年連続して、財政調整基金の繰入を行わず
収支の均衡を保つことができました。これまで重点プロジェクトとして取組んで
きました主要な施策については概ね達成し、次の時代に向けた都市基盤も徐々に
整いつつあります。今後は平成２９年度までを計画期間とする第１次宮若市総合
計画の完遂に向けて、主要施策を中心に、着実に事務事業を進めて参ります。

定住促進施策については、平成２９年度分譲開始に向けて、今夏に予約分譲を
開始する光陵団地（１５３区画）の整備を進めるとともに、雇用の確保をはじめ
とした地域経済の活性化に効果の大きい企業誘致については、磯光工業団地へ相
次いで企業が進出し、今後も完売に向けた取組を進めて参ります。また、教育先
進のまちづくりをめざすべく、この４月に念願の施設一体型の小中一貫校の若宮
小学校・宮若西中学校が開校したところですが、残る小学校４校の平成２９年４
月の再編に向けた取組も進めて参ります。さらには、光陵グリーンパークの整備、
光陵中学校跡地の一部を活用した民間活力による認定こども園の設置に向けて引
き続き取組むとともに、合併特例債等の有利な財源を活用し、防災拠点機能を備
えた新庁舎の整備に取組んで参ります。

宮若市は、去る平成２８年２月１１日に市制施行１０周年の節目を迎え、次の
１０年に向かって新たな一歩を踏み出しました。急激な少子高齢化や人口減少な
ど、たいへん厳しい時代の変革期を迎えていますが、「地方創生」の実現に向け、
創意工夫を凝らし、恵まれた地域資源を最大限に活かしながら魅力ある輝くふる
さとづくりへ邁進して参りますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま
す。

                               平成２８年５月　

ごあいさつ
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平成２８年度　宮若市一般会計予算
総額 １５９億９，３０５万円 （前年度比 ８．０％減）

市税
　４３億８，４６０万円
　（２７．４％）

分担金・負担金
　１億４，４４０万円 （０．９％）

使用料・手数料
　３億７，８１７万円
　（２．４％）

繰越金
　２億円（１．２％）

その他
　５億２，１４８万円
　（３．３％）

地方交付税
　３９億６，３２７万円
　（２４．８％）

県支出金
　１０億４７９万円
　（６．３％）

国庫支出金
　３１億３，８９７万円 （１９．６％）

交付金
　８億４，８９０万円
　（５．３％）

市債
　１４億８４７万円
　（８．８％）

歳入予算の
ポ イ ン ト

● 「市税」は、企業の設備投資により固定資産税が増加しています。
● 「国庫支出金」は、小中一貫校建設事業に対するものが大きく減少しています。
● 「市債」は、小中一貫校建設事業に対する借入が大きく減少しています。
● 昨年度に引き続き、財政調整基金（貯金）を取り崩さずに予算を編成すること
　ができました。

自主財源 　３５．２％（前年度比 ＋ ３．７％）
　・市が自主的に収入できる財源のことです。
　・市税、分担金・負担金、使用料・手数料、繰越金などがあります。
　・多いほど財政が安定し、自主的な事業をより多く行うことが出来ます。

依存財源 　６４．８％（前年度比 － ３．７％）
　・国や県から交付されたり、割り当てられたりする財源のことです。
　・地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債などがあります。

歳 入

自主財源
 ３５．２%

依存財源
 ６４．８%
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人件費
　２１億８，７３１万円
　（１３．７％）

扶助費
　４２億２，６４６万円
　（２６．４％）

公債費
　１４億７，９５１万円
　（９．２％）

物件費
　２４億７，３８７万円
　（１５．５％）

投資的経費
　２０億８，７４０万円
　 （１３．１％）

補助費等
　１３億９，６４５万円
　（８．７％）

繰出金
　１７億６，２５６万円
　（１１．０％）

義務的経費　４９．３％（前年度比 ＋ ４．５％）
　・支出が義務づけられていて任意に削減できないお金のことです。
　 ・人件費、扶助費、公債費のことです。
　・扶助費とは、生活保護費、子どもや高齢者などの生活支援にかかるお金のことです。
　・公債費とは、市の借金返済にかかるお金です。
　・義務的経費の割合が多いほど、財政構造が硬直化し、自主的な事業が制限されます。

投資的経費　１３．１％（前年度比 － ７．６％）
　・道路や公園などの公共施設整備にかかるお金のことです。
　・主な事業は、光陵団地整備や市道整備などです。

その他の経費　３７．６％（前年度比 ＋ ３．１％）
　・物件費とは、賃金、旅費、需用費、委託料、備品購入費などのことです。
　・補助費等とは、個人や各種団体への補助金、消防署や介護保険広域連合への負担金です。
　・繰出金とは、国民健康保険や公共下水道などの特別会計への支出金です。

歳 出

歳出予算の
ポ イ ン ト

● 「義務的経費」は、障がい者福祉サービス費の増加で扶助費が、合併特例債
　の償還金の増加で公債費が増加しています。
● 「投資的経費」は、小中一貫校建設事業費が大きく減少しています。
● 「その他の経費」は、消防署やじん芥処理組合への負担金の減少により補助
　費等が減少しています。

維持補修費
　２億８，１３３万円（１．８％）

その他
　９，８１６万円（０．６％）

義務的経費
４９．３%

投資的経費
   １３．１%

その他の経費
３７．６%
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第
１
章

自然環境と地域景観の保全

■ 空家等対策事業　( まちづくり推進課 )

５９０ 万円

財源　市：５９０万円

空家等対策は、国や福岡県からの情報提供
等を注視し、実態調査の結果を踏まえながら、
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
く「空家等対策計画」の策定に取組みます。

　

■ 不法投棄防止対策事業　( 環境保全課 )

９４ 万円

財源　市：９４万円

　不法投棄防止推進委員による監視体制の強
化や不法投棄防止監視カメラ、看板、防護柵
の設置などによる不法投棄の防止に努めます。

また、環境クリーン作戦や遠賀川流域河川
一斉清掃の実施、自治会などが実施している
環境美化運動の支援を行います。

廃棄物処理とリサイクル対策の推進

■ ごみの減量化・リサイクル推進
　 事業　( 環境保全課 )

７３５ 万円

財源　市：７３５万円

ご み の 減 量 化・
リサイクルを推進
するため、毎月第
２・第４日曜日に
市役所本庁舎と若
宮コミュニティセ
ンターの２カ所で
行っている資源物拠点回収を継続して実施し
ます。また、ごみとして処理されている古紙
などを再資源として有効活用するため、リサ
イクル活動登録団体へ回収１kg 当たり８円の
奨励金を交付します。さらに、ごみの減量化
を図るため、生ごみ処理機器購入者、ダンボー
ルコンポスト購入者に補助金を交付します。

第１章 自然と共生したまちづくり

水利用と上水道の整備

■ 浄水施設整備事業　( 水道課 )

５億４，３１５ 万円

財源　国：１億４，７４９万円
         その他：１７４万円
         市：３億９，３９２万円（うち市債：３億６，９５０万円）

宮若市の水道水は、遠賀川水系八木山川の
地下水と犬鳴ダムを水源とした上水道により
供給しており、計画的に水道施設の整備を進
めています。平成２７年度は生見浄水場や沼
口浄水場など浄水施設の整備を行いました。

また、平成２４年度より継続して実施して
いる生見、神ノ隈浄水場統合整備事業におい
て、平成２８年度より平成２９年度までの継
続費を設定し、（新）生見浄水場本体工事を行
います。

■ 配水管整備事業　( 水道課 )

１億３，０９０ 万円

財源　その他：６４９万円
         市：１億２，４４１万円（うち市債：１億１，１８０万円）

　各浄水場できれいになった水を運ぶための
配水管が市内の各所に埋設されています。平
成２８年度は岩渕橋添架水道管布設外４カ所
及び市内の配水管の更新・耐震化を図ります。
　

下水道等の整備

■ 公共下水道建設費　( 下水道課 )

５億４１２ 万円

財源　国：１億５，３１０万円
         その他：１，４４５万円
         市：３億３，６５７万円（うち市債：２億１，８２０万円）

福岡県が事業主体である遠賀川中流流域下
水道事業の進捗状況と併せて、詳細設計と調
査などの業務を行い事業認可区域内の幹線管
きょの整備や末端管きょの整備促進を図りま
す。また、遠賀川中流流域下水道事業では、
広域的な汚水処理対策を図るため、福岡県と
関連市町が連携を図りながら整備を促進して
います。
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第
１
章

■ 合併浄化槽整備事業　( 下水道課 )

２，７４２ 万円

財源　国：９１１万円　県：９１１万円
         市：９２０万円

　宮若市汚水処理施設構想に基づき、公共下
水道整備区域以外での浄化槽の設置を推進し
ます。平成２８年度は、５人槽３０基、７人
槽３０基、１０人槽５基、１１人槽以上３基
の合計６８基の設置を図ります。

治山・治水・砂防対策の充実

■ 砂防費　( 土木建設課 )

３，１００ 万円

財源　県：１，５００万円
　　　市：１，６００万円（うち市債：１，５００万円）

福岡県の補助事業である急傾斜地崩壊対策
事業により、宮日田地区（金生）と脇田地区（脇
田）の整備を進めていきます。

■ 荒廃森林再生事業　( 農政課 )

７，９３８ 万円

財源　県：７，９３８万円

　森林には、木材
生産だけでなく、
水や酸素の供給、
土砂災害防止、洪水・
渇水の緩和や地球
温暖化の防止など
の役割があります。

しかし、近年では林業不振等による森林の
荒廃が進行しており、洪水や渇水、土砂災害
の発生など、人々の生活に大きな影響を及ぼ
す恐れがあります。そのため、福岡県では、
森林環境税を使った取り組みを実施していま
す。宮若市でも未整備となっている森林の整
備に向けた取組を進めていきます。

調和のとれた土地利用の促進

■ 国土調査の実施　( 土地対策課 )

７，７３２ 万円

財源　国：３，０７７万円　県：１，５３８万円
         市：３，１１７万円

　平成２８年度は、下有木地区の一部及び山
口地区の一部の地籍図、地籍簿の作成と四郎
丸地区の一部及び山口地区の一部の一筆地調
査、測量を実施します。地籍調査完了後は、
国の承認を経て法務局の字図と登記簿が修正
され、土地取引の円滑化や行政運営の効率化
を図ります。

中心拠点、地区拠点の整備

■ 中心拠点の整備　( まちづくり推進課 )

８，５７０ 万円

財源　市：８，５７０万円（うち市債：５，７３０万円）

　中心拠点の整備については、議会で設置い
ただいた中心拠点整備調査特別委員会をはじ
めとして、学識経験者及び関係機関の代表者
等で構成される宮若市中心拠点整備推進委員
会等の意見や提案を伺いながら、新庁舎建設
に関する基本・実施設計に取組んでいきます。

第２章 個性豊かな快適生活のまちづくり

第
２
章
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第
２
章

定住・住宅施策の推進

■ 定住促進事業　( まちづくり推進課 )

１億１，６２６ 万円

財源　国：１，６２２万円　市：１億４万円

　定住奨励金について
は、平成２０年度に制
定した定住促進条例に
基づき、宮若市に定住
するために新たに住宅
等を取得した人を対象
に奨励金を交付しま
す。子育て・新婚世帯
家賃補助については、
将来の定住者となり得
る若い世代の確保を図るため、新婚世帯と転
入した子育て世帯を対象に民間賃貸住宅の家
賃の一部を補助します。補助金額は、上限を
月額２万５千円とし、補助期間は最長で３６
カ月としています。

■ 住宅団地整備事業　( まちづくり推進課 )

２億８，２７９ 万円

財源　国：８，０９６万円　その他：１億円
　　　市：１億１８３万円（うち市債：８，９５０万円）

　良質で安価な光陵団地の整備を引き続き進
めるとともに、平成２８年７月から宅地の第
１期予約分譲を行います。全１５３区画、平
均坪単価２．５４万円、ＪＲ小竹駅から車で７
分とアクセス良好の場所で、定住人口の増加
を目指します。

■ 住宅管理事業　( 建築都市課 )

４，９４８ 万円

財源　国：２，１４４万円　県：６０万円
　　　市：２，７４４万円

　市営住宅長寿命化計画の維持管理計画に基
づき、住宅の安全性確保及び長寿命化を図る
ために、国の補助金を活用し、新成団地外壁
調査、陽の浦団地外壁改修工事を実施します。
　また、市民が快適に住み続けられること及
び市民の消費を促し、地域経済の活性化を図
るため、個人住宅及び地区公民館を対象に住
宅等改修補助金制度を継続して実施します。
　さらに、宮若市耐震改修促進計画に基づき、
木造戸建て住宅耐震改修補助金制度を引き続
き実施します。

道路・交通網の整備

■ 道路橋りょう総務費　( 土木建設課 )

４９５ 万円

財源　市：４９５万円

市民と行政が協働して良好な道路環境の保
全を推進することを目的とし、「宮若市道路愛
護推進活動に関する資材等支給基準」により、
平成２８年度も制度の周知を積極的に行い、
活用団体の増加に努めます。

　

■ 道路新設改良費　( 土木建設課 )

６億４，２２０ 万円

財源　国：２億８，２７０万円
         市：３億５，９５０万円（うち市債：２億９，６７０万円）

　幹線となる市道の大規模な新設・改良につ
いては、国庫補助事業で整備を進めており、
地域や企業との調整、協力を行いながら、問
題や課題を整理し、また、市域を通過する各
県道との整合性を図りながら市道原田・沼口
線、高尾・水町線、小谷線、前平田・和田線、
浦田・京野線、赤木・大谷線、坂元・中川原
線外の整備を促進し、歩道の整備を含め、利
便性や安全性を高めます。
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■ 高齢者社会に対応した生活交通
　 手段の確保　( 産業観光課 )

４，４８４ 万円

財源　県：５８万円　市：４，４２６万円

　地域バス路線対策として、路線バス廃止代
替７路線及び路線バス（ＪＲバス・西鉄バス）
並びに中学校統廃合による東部地区の通学手
段確保に係る運行維持費を補助します。また、
地域の実情に即したサービスの構築に向けて

「地域公共交通実施計画」を策定します。
　
　

公園・緑地の整備

■ 河川公園・２０００年公園維持
　 管理事業　( まちづくり推進課 )

１，１８６ 万円

財源　市：１，１８６万円

　犬鳴川河川公園や２０００年公園について
は、市民団体等との協働による管理を行うと
ともに、市民団体、企業、行政、学校等によ
る多くの方々の交流の場としての活用を推進
します。

消防・防災・防犯・交通安全の充実

■ 犯罪を防止する環境整備　( 総務課 )

８００ 万円

財源　市：８００万円

　自治会などによる防犯灯の設置を支援し、
犯罪を防止する環境整備を進めます。

　

■ 自主防災組織の育成　( 総務課 )

９７ 万円

財源　市：９７万円

　自主防災組織については、自助・共助・公
助の理念に基づいた地域防災力の向上に向け、
組織の設立・育成に取り組むとともに、災害
時の初動対応や避難行動要支援者避難支援体
制の構築を図ります。

農林業の振興

■ 営農推進対策事業　( 農政課 )

８０９ 万円

財源　市：８０９万円

　宮若市独自の事業として、認定農業者連絡
協議会の運営や有害鳥獣等防除、特別栽培米
の生産に対して補助を行います。また、特産
品の開発や販路拡大等にも取組み、農業の推
進を図ります。

第３章 活気にあふれる多様な産業と交流のまちづくり

■ 青年就農給付金　( 農政課 )

６７５ 万円

財源　国：６７５万円

　若年層の就農意欲を高め、その後の定着を
図るため、就農を希望する４５歳未満の者が
経営開始計画等に沿って新しく農業を行う場
合、最長５年間、就農給付金を給付します。

第
３
章
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■ イメージアップ事業　( 産業観光課 )

２１４ 万円

財源　その他：２１４万円

　宮若市のイメー
ジアップを図るた
め、宣伝効果や話
題性が高く、市の
特産品でイメージ
キャラクターでも
ある追い出し猫を
積極的に活用して、市内外のイベントや観光
物産展等を通じて、市の特産品や観光資源の
ＰＲを行います。
　　

企業誘致の推進

■ 企業誘致の推進　( まちづくり推進課 )

１１８ 万円

財源　市：１１８万円

企業誘致については、トヨタ自動車九州株
式会社の開発棟建設に誘引され、磯光工業団
地へ複数の自動車関連企業の立地が決定しま
した。今後も、福岡県等関係機関と連携し、
情報収集、情報発信の強化を図りながら、磯
光工業団地の完売に向けた積極的な企業誘致
活動を進めます。

工業の振興

■ 中小企業の経営支援　( 産業観光課 )

８３３ 万円

財源　市：８３３万円

　宮若商工会議所が実施する小規模事業への
補助金や宮若商工会議所関係団体への中小企
業育成補助金を交付します。また、若宮商工
会が実施する小規模事業と関係団体等の育成
を目的に商工振興補助金を交付します。

　

■ 多面的機能支払交付金事業　( 農政課 )

３，９９２ 万円

財源　県：２，９９４万円　市：９９８万円

　農地や農業用水などは、水を蓄えたり、洪
水を防止するなど、多くの役割によって私た
ちの生命と財産を守っています。農業や農村
が持つ役割を維持するため、農用地の保全管
理をする共同活動を支援します。
　

商業の振興

■ 特産品の開発・販路開拓の推進
　 ( 産業観光課 )

６６０万円

財源　市：６６０万円

　農産物等の特産品の販路拡大や宮若ブラン
ドの確立を図るため、商業者と認定農業者で
組織する「宮若じまん振興会」に対して補助
金を交付し、販路拡大や普及促進を推進しま
す。また、宮若商工会議所・若宮商工会が実施
するプレミアム付振興券発行事業を支援しま
す。

　

観光の振興

■ 観光資源の整備　( 産業観光課 )

６３９ 万円

財源　その他：５４１万円　市：９８万円

　入込客と市内周遊・滞在時間を増やし、市
内での消費拡大を図るため、スマートフォン
などで利用可能な宮若観光ルートナビシステ
ムの構築と運用に向けた取組を進めます。　
　また、脇田温泉の観光案内看板やバス停等
の改修により、景観の向上に努めます。
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第４章 健康でやすらぎのある福祉のまちづくり

社会福祉の充実

■ 地域福祉計画の策定　(保護人権課 )

３１２ 万円

財源　市：３１２万円

地域でともに暮らす人々が、障がいの有無
や年齢に関係なく、お互いに支え合い、助け
合いながら住み慣れた地域で安心して暮らし
ていけるような地域社会をみんなで築いてい
く取組を定めた「地域福祉計画」を策定します。

児童・母子福祉の充実

■ 母子・父子家庭等への支援
　 ( 子育て支援課 )

２億２，８６６ 万円

財源　国：７，９３０万円　県：３１９万円
　　　市：１億４，６１７万円

　母子・父子家庭等の生活の安定と自立支援
を促進するために児童扶養手当や高等職業訓
練促進給付金等の給付を行います。

　

■ 病児保育事業　( 子育て支援課 )

６７ 万円

財源　市：６７万円

　病児保育は、生後４カ月から小学６年生ま
でを対象に、その子どもが病気になった時に、
保護者の就労などの理由で自宅で看病が出来
ない場合に、専用の施設でお預かりする事業
です。平成２８年度から、宮若市・直方市・
鞍手町・小竹町の２市２町での広域事業とし
て、鞍手乳児院（鞍手町）で事業を開始します。

　　　　

■ 保育所の運営　( 子育て支援課 )

５億２，８８７ 万円

財源　国：１億３，８２２万円　県：７，００４万円
         その他：８，４０９万円　市：２億３，６５２万円

　公立保育所及び私立保育所における通常保
育、延長保育などの保育サービスを継続して
実施します。

　
■ 子育て支援センターの運営
　 ( 子育て支援課 )

２，２２０ 万円

財源　国：５５１万円　県：５５１万円
　　　その他：２１４万円　市：９０４万円

　３カ所の子育て支援センターのさくらんぼ
（さくら幼児園内）・たんぽぽ（宮若リコリス内）・
たけんこ（若宮幼稚園内）では、子育て相談や
親子の交流の場として地域の身近な子育て支
援の拠点となるよう継続して運営を行います。
　また、さくらんぼ（さくら幼児園内）とたけ
んこ（若宮幼稚園内）、第２保育所の３カ所で
実施している一時預かり事業を継続します。

　

■ 認定こども園の運営　( 子育て支援課 )

１億１，６９６ 万円

財源　国：９万円　その他：１，６５９万円
　　　市：１億２８万円

　平成２１年度に開設した公立の認定こども
園「さくら幼児園」において、通常保育及び
延長保育などの保育サービスを継続して実施
します。
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高齢者福祉の充実

■ 地域包括支援センター事業
　 ( 健康福祉課 )

５，７１４ 万円

財源　その他：５，７１４万円

　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平
成３７）年を目処に、高齢者が住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け
ることができるよう、医療・介護・介護予防・
住まい・生活支援が一体的に提供される地域
包括ケアシステムの構築のため、在宅医療・
介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケ
ア会議の推進などに取組みます。

　
　

■ 介護予防事業　(健康福祉課 )

３，７６１ 万円

財源　その他：１，５５６万円　市：２，２０５万円

要支援・要介護状態になることを予防する
とともに、要介護状態になった場合でも可能
な限り地域において自立した日常生活を営む
ことができるよう介護予防教室を実施します。

■ 通所型介護予防事業
要支援・要介護状態となる可能性の高い６５

歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄
養改善、口腔機能の向上などの教室を開催し
ています。

■ 介護予防普及啓発事業
運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の

向上、認知症予防などを目的として公共施設
及び自治会などで実施する介護予防教室を通
して介護予防に関する知識を習得してもらい、
日常生活の中で自発的に介護予防の取組が行
われるよう支援します。

障がい者福祉の充実

■ 自立支援医療給付費事業　(健康福祉課)

１億１，２０５ 万円

財源　国：５，６０３万円　県：２，８０１万円
         市：２，８０１万円

　障がいのある人の手術等の医学的処置や機
能障がいの軽減改善を図るための医療費を給
付します。また、障がいを除去・軽減する手
術等、治療により確実に効果が期待できる障
がいのある児童に対し、生活能力を得るため
に必要な医療費の支給を行う等、生活の支援
を行います。

　

■ 介護給付費・訓練等給付費事業
　 ( 健康福祉課 )

６億５，３３２ 万円

財源　国：３億２，６６６万円　県：１億６，３３３万円
         市：１億６，３３３万円

　住み慣れた家庭や地域で安心して充実した
生活が送れるよう、訪問系サービス、日中活
動系サービス及び居住系サービス等、利用者
の申請に基づくサービスを提供します。

　
　

■ 地域生活支援事業　(健康福祉課 )

３，２９４ 万円

財源　国：６７８万円　県：３３１万円
         市：２，２８５万円

　障がいのある人やその保護者などに対する
相談体制の確立を図るとともに、意思疎通支
援や移動支援、日中一時支援、日常生活用具
給付等事業、医療的ケア支援事業など、安心
して日常生活が送れるような支援体制の確立
を図ります。
　
　

■ チャレンジ雇用の実施　( 総務課 )

１５４ 万円

財源　市：１５４万円

　障がいのある人が民間企業へ就職するため
の経験を積む機会としてチャレンジ雇用を実
施し、民間企業への円滑な就職を支援します。
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健康づくりの推進

■ 健康診断・がん検診　(健康福祉課 )

１，８２１ 万円

財源　国：１６万円　市：１，８０５万円

　生活習慣病の早期発見、重症化予防のため、
１８歳以上の市民を対象に健康診断及びがん
検診（胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、
乳がん）を実施します。

　　　

■ 特定健診・特定保健指導　( 市民生活課 )

２，１５１ 万円

財源　国：２９３万円　県：２９３万円
         市：１，５６５万円

　特定健診は内臓脂肪型肥満に着目した健康
診査でメタボリックシンドローム（内臓脂肪
症候群）に該当する人などを対象に生活指導
などを行い、生活習慣病を予防することを目
的としています。また、医療機関と連携を図
り受診率の向上に努めるとともに、健診の結
果、生活習慣病の予備軍や要受診者となる方
を対象に、保健師・管理栄養士による受診指導、
生活改善指導を実施し、疾病の発症・悪化の
防止に努めます。

　
■ みやわか健康ポイント事業
　 ( 健康福祉課 )

２７２ 万円

財源　市：２７２万円

　自主的な健康づくりを支援するため、健康
づくりに関する事業をポイント化し、ポイン
ト達成者全員への記念品贈呈を行います。

　

■ 妊婦健康診査　(健康福祉課 )

２，４０５ 万円

財源　市：２，４０５万円

　母子ともに安全な
出産を迎えるため、
妊婦健康診査の費用
を公費負担し、受診
を促進します。また、
出産後の子育てがス
ムーズにいくように
妊娠中から健康管理の支援を行います。

■ 予防接種　(健康福祉課 )

７，７５９ 万円

財源　市：７，７５９万円

　感染症予防のため、予防接種法に基づく定
期予防接種の推進を行います。また、宮若市
の単独事業として、７０歳以上を対象とした
高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部助成事業
を継続して行います。

・三種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風）
・四種混合
（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ）
・二種混合（ジフテリア、百日せき）
・日本脳炎　　・ＭＲ（麻疹、風疹）
・ポリオ　　　・インフルエンザ
・ＢＣＧ　　　・小児肺炎球菌
・ヒブ　　　　・子宮頸がん
・水痘　　　　・成人用肺炎球菌
　

医療の充実

■ 医療費適正化対策　( 市民生活課 )

２６ 万円

財源　市：２６万円

　宮若市の国民健康保険財政の健全化に向け
た取組の一つとして、ジェネリック医薬品（後
発医薬品）の使用による減額通知を実施し、
普及促進に努めます。

■ 子ども医療費の助成　( 市民生活課 )

７，６４７ 万円

財源　県：３，３９８万円　その他：１２０万円
　　　市：４，１２９万円

　子育て世帯の経済的な負担を軽減するため
に、就学前の乳幼児の入院・通院にかかる医
療費の自己負担分を全額助成します。また、
小学校１年生から小学校３年生までの児童の
通院にかかる医療費並びに小学校１年生から
中学校３年生までの児童の入院にかかる医療
費の自己負担限度額を超える分を助成します

（入院については償還払い）。
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第５章 豊かな心を育むまちづくり

学校教育の充実

■ 宮若市立小中一貫教育校の整備　
 　( 学校教育課 )

２億８，３１０ 万円

財源　その他：５，０００万円
         市：２億３，３１０万円（うち市債：１億９，８９０万円）

　若宮小学校・宮
若西中学校（小中
一貫教育校）の建
設については、平
成２６年度から平
成２７年度にかけ
て新校舎の建築を

行い、平成２８年４月より供用を開始しまし
た。平成２８年度は、宮若西中学校の旧校舎
等を解体し、第１グラウンド及び部室棟の整
備を行い、小中一貫教育校の建設に関する事
業の完了を目指します。

　

■ 確かな学力の育成　( 学校教育課 )

１，８６１ 万円

財源　県：７０万円　市：１，７９１万円

学力向上については、確かな学力を確立す
るための基礎的・基本的な知識・技能の習得
や思考力・判断力・表現力等を育成し、学習
意欲の向上や学習習慣の定着を図るため、学
力向上プロジェクト E 事業を中心として様々
な事業を実施しています。平成２７年度より実
施している放課後学習「みやわかアフタース
クール」を５小学校区に広げ、子どもたちの
学習支援を行います。また、教育の資質向上
のための研修会「みやわか教師塾」の開催、
学力実態調査・体力実態調査の実施、サタデー・
ピア・スクールにおいて、国語、算数の２教
科のドリル学習、トヨタ自動車九州㈱の協力
を得て、サイエンススクールを継続して実施
します。また、児童生徒の学力向上と、開か
れた学校づくりの推進のために、土曜日授業
を実施します。

■ 教育施設の適正配置　( 学校教育課 )

３３８ 万円

財源　市：３３８万円

　学校等整備計画に基づき、宮若西中学校区
の小学校５校の再編に向けて、各学校長及び
保護者で組織している小学校再編準備委員会
において、通学路や校名・校歌・校章等の決
定など、平成２９年４月の再編小学校開校に
向けて、引き続き準備を進めます。

　
　

■ 教育相談員配置事業　( 学校教育課 )

１，０３２ 万円

財源　市：１，０３２万円

　いじめや不登校、暴力行為などの諸問題を
未然に防止するため、学校や家庭、地域など
と連携して児童生徒を支援するとともに、教
育相談体制の充実を図ります。教育相談員２
名、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）
１名及びスクールカウンセラー１名を配置し、
学校における様々な生徒指導問題に対応でき
るように努めます。また、不登校児童生徒対
策として教育支援センター（適応指導教室）に、
主任指導員１名、指導員２名を配置し、学校
に行けない児童生徒の学校復帰の支援を行い
ます。さらに、児童生徒、保護者の教育相談
も併せて行います。また、障がいを持つ幼児、
児童生徒に適切な就学指導を行うため、発達検
査およびカウンセリングを行うカウンセラー
を配置し、子どもたちが円滑な学校生活を送
ることができるように、支援していきます。
　
　

■ 発達障がい相談事業　 ( 学校教育課 )

５４ 万円

財源　市：５４万円

　ＬＤやＡＤＨＤ、広汎性発達障がいなどの
障がいのある幼児、児童、生徒が適切な教育
支援を受けることができるように、臨床心理
士によるカウンセリングや検査等を行うこと
で適切な就学指導に繋げていきます。
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第
５
章

青少年の健全育成

■ 宮若リコリスを活用した生涯学習
　 の充実　( 社会教育課 )

１６２ 万円

財源　市：１６２万円

　青少年健全育成
事業の一環として、
青少年育成市民会
議をはじめとする
関係団体と連携し、
地域が一体となっ
て生涯学習の拠点

施設であるリコリスを主会場とした「リコリ
ス子どもまつり」を開催します。

スポーツの推進

■ 光陵グリーンパークの整備
　 ( 社会教育課 )

２億５，０００ 万円

財源　国：１億２，５００万円　
　　　市：１億２，５００万円（うち市債：１億１，２５０万円）

　光陵グリーンパークは、平成２４年度に光
陵グリーンスタジアム（野球場）が完成し、
平成２７年度には多目的グラウンドとクラブ
ハウスが完成しました。平成２８年度は引き
続き、芝生広場・子ども交流広場・駐車場・
幹線園路周辺などの整備を進めていきます。

　

芸術文化活動の充実

■ 地域住民のためのコンサート
　 ( 社会教育課 )

６２ 万円

財源　市：６２万円

　心豊かに生活す
るため、多くの市
民に優れた芸術文
化に親しむことが
できる鑑賞機会の
提供を図るため、
地域住民のための
コンサートを開催します。

■ 宮若市文化祭　( 社会教育課 )

１３１ 万円

財源　市：１３１万円

　宮若市文化連盟
をはじめ、広く市
民の方に呼びかけ、
宮若市文化祭を開
催します。

　

文化財の保護・継承

■ 竹原古墳保存整備計画（実施設計編）
　 の策定　( 社会教育課 )

１，４０１ 万円

財源　国：７００万円　市：７０１万円

　竹原古墳については、昭和３１年に発見さ
れ、翌昭和３２年に国指定史跡となりました。
昭和３２年に最初の観察施設が完成し、３度
にわたり保存整備を行ってきましたが、石室
への土砂流入、集中豪雨による観察室への流
水、墳丘樹木の生育による石室への根の混入
など発見当時と比較して石室内部をはじめ、
周辺環境にも変化が生じています。このため、
竹原古墳の墳丘及び石室内部の保存を中心に
保存整備計画を策定します。
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第
６
章

第６章 地域が自立した協働のまちづくり

ふれあい交流活動の充実

■ ３者協定に基づく海外交流事業
　 ( 総合政策課 )

２０８ 万円

財源　市：２０８万円

トヨタ自動車九
州㈱、宗像市及び
宮若市の地域連携
事業の取組として
実施しています。
現地のホストファ
ミリーや同世代の
バディ等との交流、日本のことを伝えるプレ
ゼンテーション等を通じて将来を担うグロー
バルな人材を育成することを支援します。平
成２８年度は、１２名（宮若市枠５名、宗像
市枠５名、トヨタ枠２名）の中高生をカナダ
に派遣します。

　
　

市民参加の推進

■ 広報広聴の充実　( 総合政策課 )

１，１４３ 万円

財源　市：１，１４３万円

　行政情報の発信については、広報紙発行と
併せ、市民の生活スタイルに応じた広報媒体
との併用による情報発信が不可欠です。特に、
公式ホームページについては、近年のスマー
トフォン等の普及により電子媒体が市民生活
により身近なものになっていることから、施
策等の効率的・効果的な情報発信に対応でき、
情報を活用することで市政への市民参画を促
す、利用しやすいシステムを構築します。また、
新しいまちのイメージを定着させるための具
体的な計画「宮若市イメージアッププラン」
に基づき、フリーペーパーや新聞、ラジオな
ど様々な媒体を活用した情報発信を行います。

　

人権尊重社会の構築

■ 人権講演会・地域懇談会開催事業
　 ( 社会教育課 )

３３ 万円

財源　市：３３万円

　あらゆる人権問題に対する正しい理解と認
識を深めるため、人権講演会及び人権問題地
域懇談会を開催します。

　
　

地域情報化の推進

■ 社会保障・税番号制度の導入
　 ( 総務課 )

２，７７０ 万円

財源　国：７７９万円　市：１，９９１万円

　平成２８年１月からマイナンバー制度の運
用が開始され、市の行政事務において法律や
条例に定められた範囲で個人番号が利用され
ています。平成２８年度は、平成２９年７月
から開始される国や県、他市町村との情報連
携に向けて、業務システムの改修やセキュリ
ティ対策などの体制を整えていきます。
　

地域コミュニティの形成

■ 職員地域担当制度　( まちづくり推進課 )

１６０ 万円

財源　市：１６０万円

　自治基本条例に基づく職員の地域担当制度
については、平成２８年度に若宮ブロック、
笠松ブロック、中ブロックで事業を実施しま
す。また、その他のブロックについても制度
の拡大を図っていきます。
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第
７
章

第７章 計画の推進と実現のために

■ 地番現況図などの更新　( 税務収納課 )

８９３ 万円

財源　市：８９３万円

課税対象物件の的確な把握による適正な課
税を図るために、地番現況図や公図の通年異
動更新と平成３０年度評価替えに向けての土地
評価見直し業務を行います。

　
■ 固定資産（土地）評価の価格修正
　 に伴う標準宅地時点修正業務
 　( 税務収納課 )

１３４ 万円

財源　市：１３４万円

　地価の下落を次年度の固定資産評価額に反
映させるため、７月１日時点における標準宅
地の時点修正率を鑑定評価により求め、市内
全域の宅地等について価格修正を行います。

　
■ 固定資産（土地）評価替えにおいて
　 活用する標準宅地鑑定評価業務
 　( 税務収納課 )

１，２９１ 万円

財源　市：１，２９１万円

　平成３０年度固定資産評価替えにおいて活
用する宅地等の「適正な時価」を求めるため、
市内全域の標準宅地について、平成２９年１
月１日現在における不動産鑑定評価業務を行
います。

　
■ 公共施設等総合管理計画の策定
 　( まちづくり推進課 )

６００ 万円

財源　市：６００万円

　人口減少が進む中、国においても公共施設
の老朽化対策を喫緊の課題と位置付けており、
宮若市においても国からの要請を受け、長期
的な視点をもって更新や統合及び長寿命化な
どを計画的に行うための「公共施設等総合管
理計画」を策定します。

■ 収納率の向上及び滞納対策の強化
 　( 税務収納課 )

１８８ 万円

財源　市：１８８万円

　収納率の向上のために、資力のある滞納者
に対して、動産及び不動産の差押を積極的に
行い、公売会などを活用し、差押不動産の公
売を行うために、不動産鑑定士に評価を委託
します。また、ファイナンシャルプランナー
による多重債務者のための過払い利息分の返
還請求など、家計改善指導に取り組み収納率
の向上を図ります。さらに、平成２８年度も
相続財産管理人選任業務を委託し、選任され
た管理人により相続財産の処分を行い、滞納
となっている税の解消を図ります。

■ 第２次宮若市総合計画の策定
 　( 総合政策課 )

４４４ 万円

財源　市：４４４万円

　平成２８年度から平成２９年度の２カ年を
かけて、計画期間を平成３０年度から平成
３９年度までの１０カ年とする「第２次宮若
市総合計画」を策定します。平成２８年度は、
市民意識調査等を実施し、基本構想の策定に
着手します。

■ 宮若市輝くふるさと応援寄附金制度
 　( 総合政策課 )

１８３ 万円

財源　市：１８３万円

　宮若市のまちづくりに賛同する方からの「ふ
るさと納税制度」による寄附金を財源に、特
色あるまちづくりを進めます。平成２８年度
は、外部ポータルサイトの登録やクレジット
決済機能の追加のほか、寄附をいただいた皆
さんに送る返礼品の充実などに取組みながら、
宮若市のＰＲを行います。
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一　般　会　計 １５９億９，３０５万円　

                 歳　入
区分 予算額

市税 ４３億８，４６０万円
地方譲与税 １億４，９１０万円
利子割交付金 ５１０万円
配当割交付金 ８９０万円
株式等譲渡所得割交付金 ４８０万円
地方消費税交付金 ５億９，５９０万円
ゴルフ場利用税交付金 ４，２７０万円
自動車取得税交付金 ２，５５０万円
国有提供施設等所在市町村助成交付金 １６０万円
地方特例交付金 ９３０万円
地方交付税 ３９億６，３２７万円
交通安全対策特別交付金 ６００万円
分担金及び負担金 １億４，４４０万円
使用料及び手数料 ３億７，８１７万円
国庫支出金 ３１億３，８９７万円
県支出金 １０億４７９万円
財産収入 ９，６３７万円
寄附金 １，２６０万円
繰入金 ２億１，８２４万円
繰越金 ２億円
諸収入 １億９，４２７万円
市債 １４億８４７万円

性質別
区分 予算額

人件費 ２１億８，７３１万円
扶助費 ４２億２，６４６万円
公債費 １４億７，９５１万円
物件費 ２４億７，３８７万円
維持補修費 ２億８，１３３万円
補助費等 １３億９，６４５万円
繰出金 １７億６，２５６万円
積立金 ４，６９６万円
投資及び出資金・貸付金 ２，１２０万円
予備費 ３，０００万円
投資的経費 ２０億８，７４０万円

目的別
区分 予算額

議会費 １億６，９２４万円
総務費 １８億６，６３５万円
民生費 ６４億９，９４０万円
衛生費 １１億９，８５１万円
農林水産業費 ５億８，２５０万円
商工費 ２億１，１９１万円
土木費 １６億２，６９２万円
消防費 ５億５，０９８万円
教育費 １７億６，７２３万円
災害復旧費 １，０５０万円
公債費 １４億７，９５１万円
予備費 ３，０００万円

歳　出

資料．予算概要
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国民健康保険特別会計 ４０億２３７万円　

歳　出歳　入
区分 予算額

国民健康保険税 ５億７，５８９万円
使用料及び手数料 ３６万円
国庫支出金 １０億５，１５１万円
療養給付費等交付金 １億３，０８９万円
前期高齢者交付金 ７億８，２４３万円
県支出金 ２億１６９万円
共同事業交付金 ９億７，６９３万円
繰入金 ２億８，０３７万円
諸収入 ２３０万円

区分 予算額
総務費 ５，２４３万円
保険給付費 ２３億９，０３３万円
後期高齢者支援金等 ３億９，３２０万円
前期高齢者納付金等 ３６万円
老人保健拠出金 ２万円
介護納付金 １億８，４０２万円
共同事業拠出金 ９億５，２４３万円
保健事業費 ２，１９３万円
諸支出金 ２６５万円
予備費 ５００万円

後期高齢者医療特別会計 ４億１，５１８万円　

歳　入 歳　出
区分 予算額

後期高齢者医療保険料 ２億７，０７１万円
使用料及び手数料 ３万円
繰入金 １億４，３８４万円
諸収入 ６０万円

区分 予算額
総務費 ２９５万円
後期高齢者医療広域連合納付金 ４億９７３万円
諸支出金 ６０万円
保健事業費 １４０万円
予備費 ５０万円
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簡易水道事業特別会計 １億１１９万円　

住宅新築資金等特別会計 ３９２万円　

公共下水道事業特別会計 ７億４，１６６万円　

歳　入

歳　入

歳　入

歳　出

歳　出

歳　出

区分 予算額
貸付回収金 ３４７万円
県支出金 ２１万円
財産収入 ２４万円

区分 予算額
総務費 ２０万円
基金積立金 ２４万円
公債費 ３３８万円
予備費 １０万円

区分 予算額
分担金及び負担金 １９５万円
使用料及び手数料 ３，７２４万円
繰入金 ５，４５０万円
諸収入 ７５０万円

区分 予算額
総務費 １，３８１万円
事業費 ３，０９６万円
公債費 ５，６２２万円
予備費 ２０万円

区分 予算額
総務費 ９，３６５万円
公共下水道建設費 ５億４１２万円
公債費 １億４，３７９万円
予備費 １０万円

区分 予算額
分担金及び負担金 １，２４５万円
使用料及び手数料 ２，３６９万円
国庫支出金 １億５，３１０万円
財産収入 １万円
繰入金 ３億３，２２１万円
諸収入 ２００万円
市債 ２億１，８２０万円
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吉川財産区特別会計 １２２万円　

水道事業会計

歳　入 歳　出
区分 予算額

財産収入 ３万円
繰入金 １１９万円

区分 予算額
総務費 ７０万円
財産費 ３２万円
予備費 ２０万円

（２）資本的収入及び支出

（１）収益的収入及び支出

区分 予算額
給水収益 ４億２，３３５万円
受託給水工事収益 ６，９００万円
その他営業収益 ２４万円
負担金 ３，１６６万円
受取利息 ４万円
他会計補助金 ７５万円
水道加入金 ６４８万円
長期前受金戻入 ５，３５１万円
雑収益 ３１万円

区分 予算額
企業債 ４億８，１３０万円
他会計補助金 ３２７万円
負担金 ８６２万円
国庫補助金 １億４，７４９万円

区分 予算額
施設改良費 ６億７，４０６万円
固定資産購入費 ９２１万円
企業債償還金 １億４７０万円
予備費 １００万円

区分 予算額
原水及び浄水費 １億４，８００万円
配水及び給水費 ８，３８７万円
受託給水工事費 ６，９００万円
総係費 ５，５６３万円
減価償却費 １億６，２５９万円
資産消耗費 １４９万円
支払利息及び企業債取扱諸費 ４，２４３万円
消費税 １，２００万円
特別損失 １万円
予備費 １００万円

収　入 ５億８，５３４万円 支　出 ５億７，６０２万円

収　入 ６億４，０６８万円 支　出 ７億８，８９７万円



まちづくり出前講座のご案内
市役所や消防署などの職員が“暮らしに役立つ知識”を出前します。

■ まちづくり出前講座は、市役所や警察署、消防
　 署、法務局、社会福祉協議会の職員が皆さんの
　 ところへ出向いて開催する講座です。
　普段からの疑問や、暮らしに役立つ知識を仲間と一緒に学び
たいという方のために、メニューから好きなものを選んでいた
だき、市役所などの職員が会場まで出向き、講座を開催するの
が「まちづくり出前講座」です。
　市民の皆さんに市政や公的な制度に対する理解を深めていた
だき、協働のまちづくりを推進することも、この出前講座の目
的です。

■ 原則として、１０人以上の会合であることが必
　 要です。
　出前講座を開く条件を、原則として市内に在住、在勤、在学
する１０人以上のグループ、団体としています。より多くの方に
講座を聞いていただくことと、定例の会合などの機会に利用し
ていただきたいと考え、このような条件を設けています。
　また、公序良俗に反する恐れのある場合や政治や宗教、営利
を目的とする場合など、出前講座の目的に反する場合は講座を
お断りします。

■ 年末年始を除き、開催できます。
　平成２８年度は、平成２８年１２月２９日（木）から翌年１月３
日（火）の６日間を除き、開催できます。時間は午前１０時から
午後９時までです。対応が難しい期間は、備考欄に休講期間等
を記載しています。その他、希望に添えない場合もありますの
で、あらかじめご了承ください。

■ 受講料は無料です。会場の準備は皆さんで。
　受講料は無料です。会場の準備は主催者である皆さんのお力
でお願いします。（スクリーンやプロジェクターがない場合は
持ち込みます。）

平成２８年度版

Ｍenu（メニュー）

◆ 新メニュー（５講座）
テーマ・内容 時間 備考

１ ●保育所の入所について
　市内保育所の入所基準などについて説明します。 ３０分

２ ●児童虐待防止について
　児童虐待に気づいたとき、どうしたらよいか説明します。 ３０分 ６月から８月までの現況届の期間は

休講します。

３

●認可地縁団体について
　認可地縁団体の設立手続き等について説明します。
※認可地縁団体：自治会等、広く地域社会全般の維持などを目的とした団体の
なかで法人格を有した団体

３０分

４ ●議会のしくみについて
　議会の仕組みや役割、請願や陳情について説明します。 ３０分

スクリーンとプロジェクターを使用
して説明します。議会中（６月、９月、
１２月、３月）は休講します。

５
●マイナンバー制度について
　平成２８年１月から利用開始されたマイナンバー制度について概要などを説
明します。

４０分

◆ 法務局・警察署・消防署・社会福祉協議会の講座（８講座）
テーマ・内容 時間 備考

６ ●土地の境界について
　トラブルの多い土地の境界に関する基礎知識を紹介します。 ４０分

法務局による講座です。
７ ●相続と遺言について

　法務局の業務である登記制度を含めた相続手続きについて説明します。 ６０分

８ ●犯罪被害にあわないための防犯教室
　様々な犯罪を予防するための防犯教室です。 ３０分～

  １２０分
（相談可）

警察署による講座です。
（１０時～１７時まで）

９ ●高齢者の交通事故防止について
　高齢者の交通事故を防止するための講座を行います。

１０
●地域福祉について
　見守り活動・サロン活動（公民館等の小さな地域を拠点としたお年寄りの健
康・生きがいづくり活動）の説明を行います。

６０分 社会福祉協議会による講座です。

出
前
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■ （お問い合わせ）宮若市役所　総合政策課　政策推進係
●電話　0949‐32‐0512　　● FAX　0949‐32‐9430
● E メール　seisaku@city.miyawaka.lg.jp



出
前
講
座

１１

●知っておきたい！防火・防災事前の備え
　各グループや地域での防火（消火器を使用しての消火訓練も可能）・防災・
地震（東日本大震災の教訓を基本として）への知識や、災害時の対処方法等
について説明します。

９０分
消防署による講座です。

※知っておきたい！防火・防災事前
の備えは午前９時～または１０時～
の講座開始となります。
※普通救命講習会、簡易救命講習
会は午前９時からの講座開始となり
ます。
※災害出動時、火災予防週間など
対応できない場合があります。

１２

●普通救命講習会（修了証を交付します）
　応急処置、ＣＰＲ（心肺蘇生法）実技、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取
扱いなどを説明します。ビデオや心肺蘇生訓練用の人形を使用しての実技訓
練も実施します。

１８０分

１３ ●簡易救命講習会（修了証の交付はありません）
　普通救命講習会の内容を簡略化して説明します。 ６０分

◆ まちづくりに関する話（７講座）
テーマ・内容 時間 備考

１４ ●第１次宮若市総合計画後期基本計画について
　平成２５年度から５年間の市の主要な取組みについて説明します。 ３０分

１５
●定住のススメ
　「新婚世帯や子育て世帯への家賃補助」や「新たな住宅取得への奨励金」な
ど市の定住促進策についてご紹介します。

４０分

１６ ●宮若市の財政について ４０分

１７
●まちづくりに対する支援制度について
　市民の皆さんが行う、まちづくり活動や地域コミュティ活動に対する補助金
制度などについて説明します。

３０分

１８ ●情報公開制度と個人情報保護制度について ３０分

１９ ●宮若市の広聴制度について
　皆さんの意見を取り入れる市のしくみを説明します。 ４０分

２０ ●都市計画って何？
　都市計画制度と宮若市の現状を説明します。 ３０分

◆ 福祉・健康づくりに関する話（１８講座）
テーマ・内容 時間 備考

２１ ●ニュースポーツの紹介及び体験講座
　アジャタ、ドッヂビー、カローリングの紹介及び体験講座を行います。 ６０分 運動が出来る服装

体育館シューズ

２２ ●成年後見制度について
　成年後見制度に関することについての説明をします。 ６０分

２３
●介護予防について
　介護予防について学習し、毎日活動的に過ごすためのアドバイス等を行いま
す。

６０分

２４

●認知症サポーター養成講座
　認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に
対してできる範囲で手助けをする認知症サポーターを養成します。受講者には、
サポーターの証としてオレンジリングを贈呈します。

９０分
（相談可）

資料等の準備の都合上、必ず開催
希望日の１カ月前までにお申し込み
ください。※ 児童・生徒用も後に
記載しています。

２５ ●介護保険制度のしくみとサービスの利用について
　介護保険制度や保険料、申請方法、サービスの内容等について説明します。 ４０分

２６
●高齢者福祉サービスの活用について（介護保険以外）
　市が行う高齢者福祉サービスの内容、申請方法、利用者負担等について説
明します。

４０分

２７
●障がいのある人にはどんなサービスがあるの？
　障がい（精神、知的、身体）のある人が、どのような申請や手続きをすればサー
ビスを受けることができるのかを説明します。

４０分

２８
●パレットってどんなところ？
　保健センターパレットで実施している運動教室や食事に関する教室、みやわ
か健康ポイント事業などについてお話しします。

３０分
教室や健診等の実施時は、対応が
できない場合があります。

２９
●健康診断で何がわかる？
　市が実施している健康診断（がん検診など）について、その必要性や受診方
法についてお話しします。

４０分
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３０
●予防接種について
　保健センターパレットで実施している運動教室や食事に関する教室、みやわ
か健康ポイント事業などについてお話します。

４０分
教室や健診等の実施時は、対応が
できない場合があります。

３１ ●こころの健康づくりについて
　うつ病などの精神疾患について、予防や相談窓口などについてお話しします。 ４０分

３２ ●バランスのとれた食事について
　健康づくりや生活習慣病予防のための食生活を説明します。 ６０分

調理実習は別途打ち合わせを行い
ます。（材料費のみ実費）

３３ ●食育について
　子どもの食べる力を育むための説明または調理実習を行います。 ６０分

３４ ●生活習慣病予防について
　高血圧・糖尿病・高脂血症について説明します。 ６０分

３５ ●メタボについて
　メタボリックシンドロームについて説明します。 ６０分

３６ ●ウォーキングについて ６０分

３７ ●子どもの健康について
　基本的な生活習慣病、健康づくり等について説明します。 ６０分

３８
●子育て支援サービスについて
　保育所・子育て支援センター・学童保育所の運営や手当などの子育て支援事
業について説明します。

３０分

◆ くらしに関する話（９講座）
テーマ・内容 時間 備考

３９ ●国民健康保険制度について ３０分

４０ ●後期高齢者医療制度について ３０分

４１ ●市民税について
　市民税について説明します。 ３０分 ※４～７月の課税時期、１～３月の

申告時期は休講します。

４２ ●固定資産税について
　固定資産税のしくみについて説明します。 ３０分 事前に希望内容をお伝えください。

※４～６月、１１～３月は休講。

４３ ●広報紙をつくろう
　団体の機関紙の製作について、アドバイスします。 ４０分 ※毎月１５日以降は、広報の編集時

期のため調整させていただきます。

４４ ●ごみの減量化・分別・リサイクルについて
　ごみの減量化・分別方法・リサイクル及びごみ処理の流れについて説明します。 ６０分 次ページにくらじクリーンセンター

の施設見学も紹介しています。

４５
●消費生活講座「悪質商法にご注意を！」
　市内では、悪質商法の被害が頻発しており、その手口も巧妙になってきてい
ます。被害を未然に防ぐために、事例や対応策を学んでおきましょう。

３０分～
　６０分 講話または寸劇形式で行います。

４６
●イノシシ対策について
　イノシシの生態や習性から、自己防衛の手段、市での駆除の現状などを説
 明します。

３０分

４７ ●下水道のはなし
　下水道のしくみや受益者負担金、下水道使用料、排水設備等を説明します。 ４５分

◆ 教育や文化に関する話（４講座）
テーマ・内容 時間 備考

４８
●出前歴史講座「土器のお話」
　土器や玉類を通したふるさとの歴史や竹原古墳、損ヶ熊古墳の説明のほか、
現地での火起こし体験などを行います。

９０分

４９
●出前歴史講座「石炭産業のお話」
　貝島炭砿の話等、石炭産業についての講義です。その中で、石炭を燃やす体
験を実施します。

９０分

５０
●宮若市の歴史について
　「装飾古墳～竹原の世界～」「鞍手の仏たち」「戦国時代の宮若市」などにつ
いてお話します。

６０分
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５１
●子どもの食を考える
　食育基本法のもとで、食育が推進されている現在、「食」に関していろいろ
なお話をします。

３０分

◆ 児童・生徒用のメニュー（１３講座）
テーマ・内容 時間 備考

５２ ●ニュースポーツの紹介及び体験講座
　アジャタ、ドッヂビー、カローリングの紹介及び体験講座を行います。 ６０分 安全面を考慮し、小学生以上が対

象

５３
●「契約」って何だろう？
　身近な「契約」を中心に、クイズや寸劇などを行いながら、法律や法的なも
のの考え方を説明します。

４０分
法務局による講座です。
パワーポイントを使用します。
小学校４～６年生対象です。

５４
●なにがあるの？どうしてあるの？やくそく・きまり
　決まりの重要性やルール作りをテーマとして、児童たちと身近なルールを一
緒に考えながら、ルール（法律）の重要性を説明します。

４０分 法務局による講座です。
小学校１～３年生対象です。

５５
●人権教室
　いじめ、障がい者問題など、様々なテーマの人権問題をビデオ（ＤＶＤ）や
紙芝居を使い、分かりやすく説明します。

４０分
直方人権擁護委員協議会または法
務局による講座です。ビデオまたは
ＤＶＤを使用します。

５６ ●「認知症」ってなあに？
　認知症サポーター養成講座（№２０）を児童・生徒に向けて行います。

６０分～
　９０分

（相談可）

資料等の準備の都合上、必ず開催
希望日の１カ月前までにお申し込み
ください。

５７

●消費生活講座「これってアヤシクない？」
　携帯電話やインターネットは便利ですが、注意して使わないと思わぬトラブ
ルに巻き込まれることがあります。被害にあわないよう、「消費者トラブル」を
学んでおきましょう。

４５分

５８ ●子ども防火教室・防災講話・消火訓練
　消火器の使用方法や花火などの注意事項を説明します。 ６０分

消防署による講座です。
※午前９時～または午前１０時～の
講座開始となります。
※ 災害出動等がない限り対応できます。

５９ ●出前歴史講座「土器のお話」
　№４３を児童・生徒向けに行います。火起こし体験もあります。 ９０分 小学校６年生～中学生対象です。

６０ ●出前歴史講座「石炭産業のお話」
　№４４を児童・生徒向けに行います。石炭を燃やす体験もあります。 ９０分 小学校６年生～中学生対象です。

６１

●ブックトーク
　ブックトークとは、ある一つのテーマに沿って何冊かの本をトークで繋げて
紹介していくものです。子どもたちへの読書案内の一つで、子どもたちが今ま
で知らなかった本との出会いをお手伝いします。

４５分

小・中学生対象です。（最大４０人で、
１学年単位や２学年合同などで、申
し込みください。）
※準備が必要ですので、希望日の
４０日前までにお願いします。

６２ ●おはなし会
　絵本の読み聞かせや手遊びなどで、楽しいおはなしの時間をつくります。 ３０分 ３歳～未就学児対象です。

６３ ●選挙のしくみ ４０分 ※ 選挙期間中は休講します。

６４ ●新聞をつくろう
　紙面への表現についてやさしく教えます。 ３０分

小・中学生対象です。
※毎月１５日以降は、広報の編集時
期のため調整が必要です。

◆ 施設見学（出前ではありませんが、ご紹介します。３講座）
テーマ・内容 時間 備考

６５
●桐野浄水場あるいは沼口浄水場
　上水道施設のしくみについて説明します。浄水場の見学後、説明を行います。
桐野、沼口どちらか一方で６０分です。

６０分
児童・生徒も歓迎します。
※水質検査のため毎月第３木曜日
は休講します。

６６
●くらじクリーンセンター（本城）
　燃えるごみを固形燃料（ＲＤＦ）として再生する施設です。現地での説明と
施設見学ができます。

６０分 児童・生徒も歓迎します。

６７

●青少年育成ゾーン
　子ども達が夢を描けるまちを目指して整備を進めている青少年育成ゾーン。
西鞍の丘総合運動公園芝生フィールド、若宮コミュニティセンター「ハートフル」、
宮若市生涯学習センター「宮若リコリス」、東部総合運動公園「光陵グリーンパー
ク」の４つの施設について、特長やこれまでの取り組みについて説明します。

（要相談）

各施設への移動は各自でお願いし
ます。現地にて職員が説明を行い
ます。
※大会やイベント開催などで対応
できないことがあります。

◆ 宮若市公式ホームページにもメニューや申込書を掲載しています。　http://www.city.miyawaka.lg.jp/

出
前
講
座

23まちづくり出前講座
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本庁舎　 　TEL　０９４９−３２−０５１０（代）　　FAX　０９４９−３２−９４３０
課　　名 係　　名 業務内容 電話番号

総 務 課
総務グループ 職員の人事、給与、研修、福利厚生、文書、情報公開、個人情報保護など ３２−０５１１
防災安全係 消防、防災、防犯、交通安全など
情報推進係 電算システムの開発管理、セキュリティ対策など ３２−１０７２

管 財 課 財産管理係 市有財産管理、庁舎管理など ３２−０７６１
契約係 契約、請負業者の指名及び入札など

市 民 生 活 課 市民係 転入転出等、住民票、戸籍、印鑑登録、選挙管理委員会など ３２−０５１４
国保年金係 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療など ３２−４００４

税 務 収 納 課

市民税係 市県民税、国民健康保険税、軽自動車税の賦課など ３２−０５１３
資産税係 土地、家屋及び償却資産の評価、賦課など

収納・滞納対策係 市税、国民健康保険税の徴収及び市税等諸証明の交付、税及び料の滞納対
策全般など ３２−１００８

総 合 政 策 課 秘書・政策推進グループ 市長及び副市長秘書、広報、表彰、総合計画、総合戦略、広域行政、人材育
成、出前講座、国際交流など ３２−０５１２

財政係 予算編成、執行管理、財政計画、地方交付税、市債、行財政改革など

まちづくり推進課 地域振興係 定住促進、自治会、犬鳴川河川公園、空き家・空き地対策、企業誘致など ３２−０７７３
拠点整備推進係 拠点整備の促進など

子 育 て 支 援 課 子育て支援係 児童及び母子福祉、児童手当、児童扶養手当、家庭児童相談など ３２−０５１７
幼児育成係 保育所維持管理・運営、学童保育など

健 康 福 祉 課

障害者福祉係 障がい者（児）福祉など ３２−０５１５
高齢者福祉係 高齢者福祉、介護保険、戦傷病者遺族等援護、高齢化対策など
健康対策係
（保健センターパレット） 健康づくり、各種保健事業、予防接種、母子健康手帳交付、精神保健など ５５−６０００

地域包括支援センター 介護予防ケアマネジメント、高齢者の総合相談支援など ３３−３４５６

保 護 人 権 課

事務係 生活保護に関する事務など ３２−９３７７
保護係 生活保護に関することなど

人権福祉係 民生・児童委員、人権・同和対策、男女共同参画、隣保館、日本赤十字社事業、
住宅新築資金など ３２−０７６５

環 境 保 全 課 環境衛生係 じん芥施設、衛生施設に関すること、犬の登録など ３２−０５１６
環境対策係 環境基本計画、火葬場、不法投棄、太陽光発電等設置助成など

産 業 観 光 課 商工振興係 商工業の振興、消費生活、雇用促進など ３２−０５１９
観光推進係 観光振興、いこいの里千石等観光資源、犬鳴ダム周辺公園など

農 政 課 農林対策係 林業経営の改善、林業生産の基盤整備、有害鳥獣駆除、荒廃森林対策など ３２−０５１８
農業振興係 農業経営の改善、地域農政推進、認定農業者、農業共済など

土 地 対 策 課
用地係 用地取得、登記、土地収用法、地価公示法、市道の認定、道路台帳、占用

使用許可、屋外広告物など ３２−０５６９
国県道整備対策係 県道の整備に関することなど
国土調査係 地籍測量、地籍図作成、地籍簿作成など ３２−０５６６

建 築 都 市 課 建築都市グループ 都市計画、建築協定、景観、緑化対策、市営住宅の建設・維持管理など ３２−０９５５
住宅管理係 市営住宅の入退去、特定鉱害復旧等申出事務、住宅改修助成など

土 木 建 設 課

維持係 道路、河川、下排水維持管理、土木災害復旧、交通安全施設など

３２−０７９９建設係 土木施設の新設改良工事など

農業土木係 農業用施設等の新設・改良・維持管理、土地改良、災害復旧、林地崩壊防止
事業、力丸用水など

下 水 道 課 下水道係 下水道工事施工管理、設計、事業計画など ３２−３１５９
管理係 下水道資産管理、使用料、浄化槽設置助成など

会 計 課 会計係 各種料金の支払い窓口、公金経理、資金管理など ３２−３３２３

水 道 課
業務係 水道料金に関することなど

３２−１００５給水係 水道の給水など
浄水係 浄水場の維持管理など

学 校 教 育 課 管理係 学校・幼稚園の施設整備及び維持管理など ３２−１００７
学校教育係 児童就学、奨学金、通学区域など

社 会 教 育 課
公民館・スポーツ振興係 公民館・スポーツ施設の管理運営、社会体育、学校体育施設開放など ３２−０１２３
社会教育・文化推進グ
ループ 図書館、青少年の健全育成、生涯学習、文化財、文化振興など ３２−３２１０

学 校 給 食 課 学校給食係 学校給食、給食センターなど ３２−０７１５
議 会 事 務 局 議会係 市議会に関することなど ３２−１１３５
農 業 委 員 会 農業委員会事務局 農地等の利用関係、農地法、農業者年金など ３２−３５５３
監 査 事 務 局 監査事務局 監査委員及び公平委員会に関することなど ３２−１００４

若宮総合支所　 TEL　０９４９−５２−１１１１（代）　　FAX　０９４９−５２−３１１９
課　　名 係　　名 業務内容 電話番号

市 民 課 市民福祉グループ 転入転出、住民票、戸籍、税の収納証明、国民健康保険、国民年金、
オフトーク放送、児童及び母子福祉、ごみ、し尿など ５２−１１１１

宮若市役所　ダイヤルガイド
事業の内容の詳細などは、お気軽にこちらまでおたずね下さい。
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　  市の木・桜
河川敷や公園などに植え
られ、市民の皆さんに親
しまれています。

  市の花・彼岸花
どんな天候でも花を咲か
せ、堅実な歩みを目指す
宮若市を表しています。

市章
「み」の文字をモチーフに、
市民が明るく輝き、飛躍し
ている様子を表しています。
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宮若市役所　総合政策課　秘書・政策推進グループ

〒８２３－００１１　福岡県宮若市宮田２９番地１

ＴＥＬ　０９４９（３２）０５１２
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